障害者共同生活介護・共同生活援助事業実績報告書の提出について
　平成18年度障害者共同生活介護・共同生活援助（グループホーム）事業補助金の実績報告書の提出をお願いします。

　【提出期限】平成19年４月２７日（金）

　　　　　　（追加交付がある場合は４月６日(金)までにご提出ください。）

１　提出書類

【知的障害】
(1) 川崎市知的障害者共同生活介護・共同生活援助運営事業実績報告書（第２号様式）

実績報告書（第２号様式）の日付は、平成19年3月31日にしてください。

(2) 共同生活介護・共同生活援助運営事業補助金精算書（別紙４）

(3) 共同生活介護・共同生活援助事業所における入・退居者の状況１、２（別紙６、７）

当初の補助金交付申請時以降に入居者の異動があった場合にグループホーム毎に作成してください。

(4) 川崎市知的障害者共同生活介護・共同生活援助運営事業補助金変更交付申請書（第３号様式）
　　  別紙１「補助金精算書」において、「５　補助金精算（再掲）」の差引額の合計欄がマイナスの金額となり補助金の追加交付が必要となる場合に提出してください。

(5) 共同生活介護・共同生活援助事業報告書

(6) 法人決算書

(7) 各事業所決算書

【精神障害】
(1)精神障害者グループホーム事業実績報告書（第４号様式）

実績報告書（第4号様式）の日付は、平成19年3月31日にしてください。

(2)共同生活介護・共同生活援助運営事業補助金精算書（別紙５）

(3)共同生活介護・共同生活援助事業所における入・退居者の状況１（別紙６）

当初の補助金交付申請時以降に入居者の異動があった場合にグループホーム毎に作成してください。

(4)精神障害者グループホーム事業補助金交付変更申請書（第３号様式）

　　  別紙２「補助金精算書」において、「精算額　Ｇ」の合計欄がマイナスの金額となり補助金の追加交付が必要となる場合に提出してください。

(5)共同生活介護・共同生活援助事業報告書

(6)法人決算書

(7)各事業所決算書

２　補助金の精算について

　(1)　精算の結果、追加交付が必要な場合
実績報告書、変更交付申請書、請求書をご提出ください。
補助金の変更交付決定をし、決定通知書を送付します。

補助金を振り込みます。
　(2)  精算の結果、差額がない場合
　　実績報告書をご提出ください。

補助金の確定通知書を送付します。
　(3) 精算の結果、戻入が必要な場合
　　実績報告書をご提出ください。

補助金の確定通知書、戻入納付書を送付します。

戻入納付書に基づき戻入額を金融機関で納付してください。
【提出先】

〒２１０－８５７７（住所省略可）

川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市健康福祉局障害計画課　グループホーム担当　行

（平成19年度に組織改編があり、担当が変わる予定です。平成18年度中のお問い合わせは従来の担当までお願いいたします。）

(5)(6)(7)については、理事会終了前の場合は「案」又は「見込み」を提出していただければ結構です。














(5)(6)(7)については、理事会終了前の場合は「案」又は「見込み」を提出していただければ結構です。








